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１．点検・評価の基本的な考え方 

 

（１）趣旨 

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」により、教育委員会は、毎年、

その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、 

その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しな

ければならないこととされています。 

この報告書は、同法の規定に基づき、南幌町教育委員会が行った点検・評価

をまとめたものです。 

 

（２）点検・評価の対象 

   点検・評価の対象は、「平成２６年度教育行政執行方針」に示された施策の

柱１３項目に基づき実施した事務事業としました。 

  ① 幼児教育の推進 

② 確かな学力の向上について 

  ③ 豊かな心と健やかな体の育成について 

  ④ 開かれた学校づくりと教育活動の改善について 

  ⑤ 教育環境・教育施設の充実について 

  ⑥ 南幌高校に対する支援 

  ⑦ 姉妹町児童交流の推進 

  ⑧ 家庭や地域の教育力の向上について 

  ⑨ 青少年教育の推進について 

  ⑩ 成人教育の推進について 

  ⑪ 芸術・文化活動の推進について 

  ⑫ スポーツ活動の振興について 

  ⑬ 社会教育関係施設の整備について 

   

（３）点検・評価の方法 

法を受けて、南幌町教育委員会は、その権限に属する事務の管理及び執行の

状況について自ら点検及び評価を行いました。 
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２．教育委員会の活動状況 

 

（１）教育委員会の開催状況 

南幌町教育委員会の会議は、毎月１回（定例）を基本に開催するほか、必要

に応じ臨時会議を開催しています。この会議において、５名の教育委員が教育

行政の基本方針の決定など様々な案件について審議しています。 

種別 開催日 付議案件等 

定例 平成 26年 4月 17日 （報告） 

・平成 26年度南幌町小中学校教育の推進について 

（その他） 

・平成 25年度南幌町高等学校通学費補助の実績に

ついて 

・多良木町・南幌町児童交流学習の日程について 

・社会教育施設の工事日程について 

・南幌中学校耐震改修工事等について 

定例 平成 26年 5月 15日 （報告） 

・平成 26年度小中学校児童生徒在籍状況について 

（議案） 

・南幌町学校給食運営委員会委員の委嘱について 

 (その他) 

・中学生国際留学プログラム事業の参加者・日程・

業者決定について 

・北海道中学生バレーボール選抜優勝大会男子バ

レーボール部優勝について 

・社会科副読本について 

・南幌町農村環境改善センター耐震等改修工事の

入札結果について 

・町民プールの基本設計業務委託受託者の決定に

ついて 

定例 平成 26年 6月 19日 （報告） 

・第 2回議会定例会一般質問について 

（議案） 

・南幌町立学校管理規則の一部を改正する規則制

定について 
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種別 開催日 付議案件等 

  ・南幌町立学校職員服務規程の一部を改正する規 

則制定について 

（その他） 

・旧夕張太小学校跡利用について 

・「平成 26年度給食センターの概要」について 

・小中学校の耐震化率について 

・中体連の結果について 

・生涯学習センター耐震等改修工事の入札結果に

ついて 

・「子どもたちのネットモラルを考える集い」の開

催について 

定例 平成 26年 7月 17日 （議案） 

・南幌町招致外国青年任用規則の一部を改正する

規則制定について 

（その他） 

・町民プールの経過について 

・中体連空知大会結果及び全道大会予定について 

定例 平成 26年 8月 20日 （議案） 

・北海道第 5 採択地区教科用図書採択教育委員会

協議会の決定事項について 

・平成 25年度南幌町教育委員会の活動状況に関す

る点検・評価報告について 

（その他） 

・小中学校児童生徒在籍状況について 

・中体連全道大会の成績結果について 

・中学生国際留学プログラム事業の経過報告につ

いて 

・多良木町との児童交流学習事業(訪問)の実施報

告について 

定例 平成 26年 9月 18日 （議案） 

・平成 26年度全国学力・学習状況調査結果の公表

について 

（報告） 

・第 3回議会定例会一般質問について 
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種別 開催日 付議案件等 

  （その他） 

・中体連全国大会の成績結果について 

・中学生国際留学プログラム事業の帰国について 

・大雨特別警報による臨時休校について 

・社会教育施設関係の工事進捗状況について 

定例 平成 26年 10月 15日 （議案） 

・平成 26年度南幌町教育文化功労賞並びに奨励賞 

の決定について 

（その他） 

・町民テニスコートの閉鎖について 

・南幌町農業協同組合からの給食食材寄贈につい

て 

定例 平成 26年 11月 17日 （議案） 

・南幌町生涯学習センター条例の制定について 

・南幌町生涯学習センター条例施行規則の制定に

ついて 

・南幌町公民館条例を廃止する条例制定について 

・南幌町公民館の組織等に関する規則を廃止する

規則制定について 

・南幌町公民館並びに南幌町農村環境改善センタ

ー管理運営規程を廃止する規程制定について 

・南幌町公民館図書室利用・運営に関する規程を

廃止する規程制定について 

・南幌町公民館図書室読書資料の整理に関する要

綱の廃止について 

・南幌町農村環境改善センター条例の一部を改正

する条例制定について 

・南幌町農村環境改善センターの管理等に関する

規則の制定について 

・南幌町立学校施設の開放に関する条例の一部を

改正する条例制定について 

・南幌町社会教育審議会条例施行規則の一部を改

正する規則制定について 

・南幌町立学校管理規則の一部を改正する規則制

定について 



- 5 - 

種別 開催日 付議案件等 

  （その他） 

・全国体力・運動能力、運動習慣等調査の公表に

ついて 

・小中学校児童生徒在籍状況について 

・平成 26年度成人式について 

定例 平成 26年 12月 19日 （議案） 

・教育委員長の選任及び委員長職務代理者の指定

について 

（その他） 

・平成 26年度全国学力・学習状況調査結果につい

て 

・12 月 17 日悪天候による小中学校の臨時休校に

ついて 

・中学校部活動全道新人大会について 

・南幌町仲間づくり「子ども会議」について 

・多良木町との児童交流事業受入日程について 

定例 平成 27年 1月 20日 （報告） 

・平成 26年度南空知 5町就学指導委員会判定結果

について 

・平成 27年度小中学校就学予定児童生徒数につい  

て 

（その他） 

・平成 27年度予算における教育関連主要事業につ

いて 

・南幌町いじめ防止基本方針策定等について 

・中学校部活動全道大会の結果について 

・多良木町との児童交流学習事業(受入)について 

定例 平成 27年 2月 19日 （議案） 

・平成 27年度教育行政執行方針について 

・南幌町教育委員会会議規則の一部を改正する規

則制定について 

・南幌町教育委員会傍聴規則の一部を改正する規

則制定について 

・南幌町教育委員会公告式規則の一部を改正する

規則制定について 
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  ・南幌町教育委員会の職務権限に属する事務の一

部を教育長に委任し又は臨時に代理させる規則

の一部を改正する規則制定について 

・南幌町教育委員会事務局組織規則の一部を改正

する規則制定について 

・南幌町教育委員会公印規則の一部を改正する規

則制定について 

・南幌町教育委員会表彰規則の一部を改正する規

則制定について 

・南幌町いじめ防止基本方針について 

・南幌町いじめ問題対策連絡協議会要綱の制定に

ついて 

・南幌町いじめ問題専門委員会条例制定について 

・南幌町テニスコート設置条例を廃止する条例制

定について 

・南幌町テニスコート管理規則を廃止する規則制

定について 

（報告） 

・平成 27年度教育関係予算主要事業（案）につい  

 て 

（その他） 

・多良木町との児童交流学習事業(受入)の報告に

ついて 

・南幌小学校雪山の完成について 

・南幌町生涯学習センター愛称の決定について 

定例 平成 27年 3月 19日 （報告） 

・第 1回議会定例会一般質問について 

・平成 27年度学校教職員人事異動について 

（議案） 

・就学援助事務取扱要綱の一部改正について 

・南幌町立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一

部改正について 

・南幌町スポーツ推進委員の委嘱について 

（その他） 

・南幌高校振興協議会総会の開催について 
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（２）その他の活動状況 

 

  ① 学校訪問の実施 

    各学校の教育目標や学校経営、運営方針による教育活動を理解するととも

に、施設の状況視察や授業参観を実施 

平成 26年 7月 17日  南幌小学校・南幌中学校 

平成 26年 11月 28日  南幌中学校・南幌小学校 

 

 ② 南幌町教育委員会表彰 

    本町のスポーツ・文化その他教育の振興に功績のあった個人・団体を表彰 

 平成 26年 11月 3日  南幌町農村環境改善センター 

  ・教育文化功労賞 

       個人  広西 晃治  （南幌町スポーツ少年団本部推薦） 

     ・教育文化奨励賞 

       個人  中津 和江  （南幌町教育文化表彰審査委員会推薦） 

           駒  朋美  （札幌龍谷学園高等学校推薦） 

           北崎 夏泉  (南幌高等学校推薦)   

           福井 純怜  （南幌町バドミントン協会推薦） 

           内田 琴子  (南幌小学校推薦) 

           鷲尾  祭  (郷土民謡研究翼声会推薦) 

       団体  南幌中学校男子バレーボール部 (南幌中学校推薦) 

           南幌中学校女子ソフトボール部 (南幌中学校推薦) 

 

③ 教育委員・社会教育関係委員合同懇話会 

    教育委員と社会教育関係委員が一同に会し、生涯学習の観点に立った社  

会教育推進上の課題や方策について意見交換し、より充実した生涯教育の環

境整備を推進する。 

 平成 26年 11月 17日  南幌町公民館会議・研修室 

     参集者 教育委員・社会教育審議会委員・スポーツ推進委員 

     テーマ「中期推進計画の策定から今後に求められる社会教育の方向性」 

 

  ④ 南幌町成人式 

     平成 27年 1月 11日  南幌町農村環境改善センター 新成人 91名 

 

  ⑤ 各学校行事 

     入学式・運動会・体育祭・学校祭・学芸会・卒業式等 
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３．教育行政執行方針に基づいた主な施策・事業の取組状況、成果・課題等 

 

（１）学校教育 

主な施策 点検評価項目 取組状況 成果・課題等 

幼児教育の推進 

 

 

 

親同士、子ども同

士が交流する場

や子育てサポー

ターなどの身近

に相談できる体

制の充実 

「すくすく広場」や「子

育てメソット」事業におい

て親同士、子ども同士が交

流する場を創出するとと

もに生涯学習サポ－タ－

の活用を図り、身近に子育

ての相談ができる体制の

充実に取組んだ。 

各事業において生涯学

習サポ－タ－が主体的に

事業の運営や身近な相談

相手として関わって頂く

場を創出し、地域全体で子

育てを支援する環境づく

りに取組むことができた。 

「私立幼稚園就

園奨励事業」の補

助基準の拡充 

私立幼稚園就園奨励費

補助金の補助基準額を国

の補助基準単価へ引き上

げたとともに、町外の私立

幼稚園への入園・通園する

幼児の保護者も事業の対

象とした。 

補助基準単価の引き上

げや補助対象の拡充した

ことにより、保護者の経済

的負担軽減が図られた。 

確かな学力の向

上について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分かる授業の実

現に向けた学習

指導の充実 

小学校では、授業の中で

反復練習の時間を確保す

るとともに、国語科の「書

く」活動を通して、思考

力・判断力・表現力を高め

る実践に取組んだ。 

中学校では、校内研修に

おいて、全ての教師が授業

力の向上を目指した指導

案の検討及び授業公開を

行い、子どもの理解力の程

度に応じたきめ細かな指

導を行った。 

小学校の反復練習の成

果として、基礎・基本の定

着が見られたが、時間の確

保の工夫が必要である。ま

た、「書くこと」を基盤と

する言語活動を重視した

学習指導について、具体的

な方策が重要になってく

る。 

中学校では、校内研修体

制として、全教師が一つの

授業を参観し、学校全体で

協議できる体制づくりが

必要である。 

思考力・判断力・

表現力等を高め

る読書活動の充

実 

朝読書の取組や、町内の

読み聞かせサークルによ

る朝の読み聞かせの定期

的な実施により、読書活動

の充実に取組んだ。 

児童会活動として、子ど

もたち同士での読み聞か

せ活動を行うなど、読書に

興味や関心を持つ児童生

徒が増えてきたことから、

より一層の読書活動の充

実が求められる。 

家庭との連携に

よる望ましい生

活習慣の定着と

家庭学習の習慣

化 

家庭訪問や保護者懇談

会などの機会を利用して、

家庭学習の重要性を伝え

るとともに、授業を通し

て、「早寝・早起き・朝ご

はん」の大切さを指導し

た。 

継続して、「早寝・早起

き・朝ごはん」の指導を行

うとともに、学校だよりな

どを通して、家庭学習の重

要性を伝えていく必要が

ある。 
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主な施策 点検評価項目 取組状況 成果・課題等 

 

 

 

 

 

 

 

小・中学校が連携

した基礎・基本の

習得に向けた学

校間の交流 

それぞれの学校の授業

を参観し、子どもの様子や

学習の状況を確認した。ま

た、校長教頭合同会議にお

いて、それぞれの学校の学

力の状況を交流した。 

今後も、他校種の学校の

授業参観を行うとともに、

継続的な連携が必要であ

る。 

長期休業中など

における学習支

援体制 

長期休業中、小学校で

は、「あそびの達人特別教

室」において「朝の勉強会」

を行い、中学校では、３日

間の学習相談を実施した。 

子どもの理解の程度に

応じた学習相談を実施し

たり、自主的な学習態度を

育成するための手立てを

講じて行く必要がある。 

加配教員の配置

及 び 少 人 数 指

導・習熟度別指導

事業の積極的な

活用 

小学校では、算数科でＴ

Ｔ指導と習熟度別指導を

行うとともに、授業だけで

は充実できない言語の領

域について通級指導教室

に２名を配置した。 

中学校では、数学科でＴ

Ｔ指導と習熟度別指導、英

語科で習熟度別指導を実

施した。 

個人のペースに合わせ

た授業を進めることで、学

習内容の定着を進めるこ

とができたところである

が、習熟の程度に応じたき

め細かい指導を継続する

必要がある。 

また、通級指導教室の希

望者が増加傾向にあり、そ

れに対応できる継続した

体制が必要である。 

社会科副読本を

活用した、町の歴

史や郷土を愛す

る気持ちを育む

取組（小学校） 

「ふるさと南幌」を意識

し、副読本だけでなく、校

外学習を含め、学年の発達

段階に応じた指導計画に

位置付けたふるさと教育

を展開した。 

副読本に加え、平成２７

年４月から開所した生涯

学習センターの郷土資料

室を積極的に活用し、生き

た教材、地域の資源を利用

した取組みが必要である。  

外国語指導助手

（ＡＬＴ）による

英語指導の充実 

小学校では、5・6年生の

外国語活動の時間で言語

を通して行うコミュニケ

ーションの大切さ、1～4

年生の総合的な学習の時

間における国際理解教育

で異文化の体験的理解に

ＡＬＴを活用した。 

中学校では、ＡＬＴを活

用して、聞く・話す能力の

充実を図った。 

小学校では、低学年から

ＡＬＴを活用することに

より、外国語に慣れ親しむ

ことはもちろん、生活習慣

の違いなどを知り、文化等

に対する理解も深まって

いる。 

中学校では、英語を活用

したコミュニケーション

能力の向上に、更なる指導

が必要である。 
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主な施策 点検評価項目 取組状況 成果・課題等 

 国際社会で活躍

できる人材を育

成するため、「中

学生国際留学プ

ログラム事業」の

実施 

カナダ・バンクーバーに

おいて、２週間の短期留学

を実施し、その中で、南幌

中学校生徒４名が、地元学

校での英語レッスン及び

ホームステイによる生活

体験を行った。 

派遣生徒による「青少年

健全育成を考える集い」に

おいての発表や報告書の

町ホームページ掲載など、

研修の成果について、広く

町民に伝えた。 

また、本事業の参加条件

である英語検定3級以上を

目指し、英語検定受験者数

が増加するなど、英語教科

に対する自主的な学習意

欲の向上が見られた。 

豊かな心と健や

かな体の育成に

ついて 

 

 

規範意識や基本

的な倫理観、命を

大切にする心や

思いやりの心を

育む道徳教育の

充実 

小学校では、参観日等を

利用して道徳の授業公開

を実施した。 

中学校では、道徳の時間

に、学習のルールの必要性

を考える時間を設け、規範

意識や基本的な倫理観の

定着を図った。 

小学校では、授業公開に

より、家庭でも「豊かな心」

を育む大切さを共通認識

する機会となった。 

中学校では、学校生活全

般を通して、規範意識や基

本的な倫理観などを継続

して指導していく。 

社会性や豊かな

人間性を育むた

めの自然体験活

動、ボランティア

活動、キャリア教

育などの体験活

動 

小学校では、バケツ稲や

教育田、世代間交流などの

学習活動を通し、生き方を

探る学習を充実させた。 

中学校では、総合的な学

習において、計画的に体験

活動を取り入れるととも

に、体験活動から人との関

わりを学ぶ学習を行った。 

小学校では、保護者や地

域の方々の積極的な協力

により、働くとはどういう

ことかを考えるきっかけ

づくりとなった。 

中学校では、より良い体

験活動を進めるため、教師

自身のための校内研修が

必要である。 

いじめの未然防

止、実態把握や早

期発見・対処等の

組織的な対応 

学校において、「学校い

じめ防止基本方針」を策定

し、それの基づき、児童に

よる「いじめ 0宣言」の取

組やいじめ調査、教育相談

を実施したとともに、「い

じめ防止等の対策のため

の組織」を設置し、組織的

な体制を構築した。 

「いじめは、いつでもど

こでも起きる」ことを認識

し、機会を捉えて継続的に

指導していくとともに、関

係機関が連携したいじめ

防止のための組織的な取

組が必要である。 

いじめのない学

校づくりに向け

た、子どもたちが

主体とする仲間

づくり「子ども会

議」等の取組 

小・中・高校生の児童生

徒を主体とした、いじめ防

止の取組として仲間づく

り「子ども会議」を実施し、

「いじめ・ネットトラブル

の根絶」をテーマとしたポ

スターを作成し、各学校・

公共施設に掲示し啓発を

行った。 

今後においても、小・

中・高生が交流した中で、 

「いじめの根絶」に向け

た取組として仲間づくり

「子ども会議」を継続して

実施し、この会議での成果

により啓蒙活動を行って

いく。 
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主な施策 点検評価項目 取組状況 成果・課題等 

 スクールカウン

セラーによる児

童生徒の悩みに

応えるための実

態把握と心のケ

ア 

スクールカウンセラー

が、週１回、学級に入れな

い子どもや保護者のカウ

ンセリングを行うととも

に、関わる教職員と指導方

法の情報交流を行った。 

カウンセリングにより、

登校日数の改善などが見

られたように、今後も学校

だよりなどで、カウンセリ

ングの効果を生徒や保護

者に伝えていく必要があ

る。 

「心のノート＝

私たちの道徳」の

活用 

「教科書同様に使用す

る」ことを全教職員で確認

し、児童生徒には家庭に持

ち帰らせて、保護者の目に

も触れる機会を設けた。 

道徳の時間で、一層有効

に活用していけるよう、教

材研究を進め、指導計画に

位置付けていく。 

不登校・問題行動

に対する相談・指

導体制の充実 

学級担任や生活指導担

当者による日常的な状況

把握と、管理職を含めた組

織的な対応の体制を整備

した。また、小・中・高生

徒指導連携会議により、不

登校・問題行動の児童生徒

の情報交流を行うなど、校

種間の連携を図った。 

今後も、家庭訪問や関係

機関と連携を図りながら、

相談・指導体制を充実させ

る必要がある。 

体罰の実態把握

と防止の取組 

学校管理職を中心に、体

罰防止の指導をするとと

もに、授業や部活動を見回

り、教師一人一人に指導を

行った。 

職員会議や校内研修の

中で、管理職から体罰防止

の指導を行うとともに、教

師同士で声を掛け合える

体制をつくる必要がある。 

体力・運動能力の

向上と健康に対

する意識の醸成 

小学校では、新体力テス

トの実施及び運動会やマ

ラソン大会などの練習時

間確保に取組んだ。 

中学校では、体育の時間

を活用し、体を動かすこと

の楽しさを伝えた。 

新体力テストの結果を

活用し、授業での体力向上

の取組に生かすことがで

きた。引き続き、体を動か

すことの大切さや楽しさ

を伝えていく必要がある。 

 

「フッ化物洗口」

の実施 

児童生徒の虫歯予防に

効果のある「フッ化物洗

口」を小中学校において、

週１回、全学年で実施し

た。 

フッ化物洗口の実施率

は小学校が 94.8％、中学校

が 76.6％であった。 

フッ化物洗口の効果は、

数年かかることから、継続

して実施する必要がある。 
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主な施策 点検評価項目 取組状況 成果・課題等 

 学校給食におけ

る基幹作物に対

する理解を深め

る取組と給食用

米の全額町費負

担の実施 

南幌産ななつぼし使用

による給食用米の全額町

費負担を実施した。地場産

食材の使用拡大について、

検討協議を進めた。 

給食用米の全額町費負

担により、保護者の経済的

負担軽減が図られた。ま

た、地場産食材の活用に関

し、南幌産秋まき小麦を使

用した食材や南幌産野菜

を供給することができた。 

開かれた学校づ

くりと教育活動

の改善について 

学校関係者評価

委員会による評

価結果の公表 

学校の自己評価や保護

者等による評価を実施し、

その結果を学校だよりや

ホームページで広く公開

することにより学校運営

の改善に生かした。 

引き続き、評価結果を公

表するとともに、改善が必

要な箇所は、スピーディー

に解決していく必要があ

る。 

公開研究会の実

施及び学校だよ

り等による情報

提供 

今年度は、中学校におい

て公開研究会を実施し、授

業を公開した。また、月１

回、全戸に学校だよりを回

覧し、学校や子どもの様子

などを情報提供した。 

 引き続き、公開研究会を

行い、教師の授業力の向上

を図るとともに、保護者や

地域の方の学校に対する

協力意識の向上につなげ

るため、多くの方が参観で

きる工夫をしていく必要

がある。 

自主的・主体的な

課題解決力を身

に付ける総合的

な学習活動の充

実 

小学校では、地域の教育

資源を活用し、体験的な活

動を通して、「ふるさと南

幌」を児童自らが考える教

育に取組んだ。 

中学校では、子どもの発

達段階にあわせた総合的

な学習の年間指導計画を

もとに、自ら課題を見つけ

解決しようとする力を身

に付ける指導を行った。 

小学校では、教科で培っ

た力を生かして、「ふるさ

と南幌」について自ら課題

を設定し、自ら解決してい

く児童の姿が見ることが

できた。 

中学校では、引き続き、

総合的な学習で学んだこ

とを日常の生活で生かし

ていけるような工夫をす

る必要がある。 

通常学級に在籍

している困り感

のある児童生徒

に対する、きめ細

やかな指導及び

支援 

専門機関との連携を密

にするとともに、特別支援

教育コーディネーターを

中心に「学びの支援」とし

て一人一人の子どもに寄

り添う教育の実現に向け

て組織的に対応した。ま

た、学習支援員を配置によ

る、理解に時間のかかる子

どもに対しての支援を行

った。 

特別支援教育コーディ

ネーターを中心に「学びの

支援」として、組織的な体

制づくりを行い、個に応じ

た教育の実施に取組むこ

とができた。 

引き続き、学習支援員を

活用し、聞く力のない子ど

もや理解に時間のかかる

子どもに対して支援する

必要がある。 
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主な施策 点検評価項目 取組状況 成果・課題等 

教育環境・教育施

設の充実につい

て 

「南幌町高校生

通学費補助事業」

の実施 

自宅から高等学校へ通

学に要する公共交通機関

の通学定期券購入費の2分

の 1（月額上限 1 万円）を

助成し、生徒の保護者の経

済的負担軽減を図った。 

交付対象者の支給率は

82.0％であり、申請者も 3

ヶ月毎の支給月にあわせ

てまとめての申請や、長期

定期券を購入するなど効

率的になっており、制度の

定着が見られる。 

就学援助事業の

援助項目の拡大 

国で掲げている就学援

助項目と照らし合わせ、新

たにＰＴＡ会費、生徒会

費、クラブ活動費を追加し

た。 

援助項目を拡大したこ

とにより、準要保護世帯の

経済的負担軽減を図るこ

とができた。 

南幌中学校の耐

震補強と大規模

改修に向けての

実施設計 

平成 19 年度実施した学

校施設の耐震診断（2 次診

断）の結果により行う南幌

中学校校舎の耐震補強工

事と大規模改修工事に向

けた実施設計を行った。 

実施設計を基に、平成 27

年度において、地方負担に

有利な国庫補助や地方債

の財源確保を行った上で、

南幌中学校の耐震補強及

び大規模改装工事を行う。 

旧学校施設から

取り外したＰＣ

Ｂ使用安定器等

の廃棄物処理 

ＰＣＢ廃棄物の適正な

処理の推進に関する特別

措置法に基づき、ポリ塩化

ビフェニル廃棄物（蛍光灯

安定器）の適正な処分を行

った。 

今年度の処分により、旧

学校施設からのポリ塩化

ビフェニル廃棄物は全て

処理された。 

南幌高校に対す

る支援 

南幌高校振興協

議会を通じた魅

力ある学校づく

りの取組に対す

る支援 

南幌高校の生徒数減少

などに対応するため、魅力

ある高校づくりに向け取

組む、広報、文化、インタ

ーンシップ等の進路活動

及び地域との連携に対す

る支援（交付金）を行った。 

少子化による生徒数の

減少及び間口確保の対策

として、今後も引き続き、

地域から信頼され、魅力あ

る高校づくりに取組む活

動に対して、支援する必要

がある。 

姉妹町児童交流

の推進 

熊本県多良木町

との児童交流学

習事業 

両町それぞれ、訪問団 15

名（児童 10 名・引率者 5

名）が参加し、7 月に多良

木町を訪問し、2 月に多良

木町からの訪問団を受入

れ、町を挙げての家族ぐる

みの交流を深めた。 

訪問団の募集時に 22 名

の応募があり、抽選により

派遣児童を男子 5名・女子

5 名を決定するなど事業の

浸透が見られた。受入時に

は、各団体や保護者の協力

もあり充実した交流内容

となった。 

 

 

 

 



- 14 - 

（２）社会教育  

主な施策 点検評価項目 取組状況 成果・課題等 

家庭や地域の教

育力の向上につ

いて 

子育てを支援す

る学習環境の整

備や家庭教育に

関する情報提供

の充実 

「すくすく広場」や「親

学講座」などにおいて、読

み聞かせや体力づくり、講

演などの学習機会を提供

するとともに講師やサポ

ーターと保護者が情報交

換する場を提供すること

により家庭教育に対する

情報の提供を行った。 

「親学講座」では、入学

説明会の学校行事に合わ

せて実施し、より多くの保

護者の参加を募ることが

でき、子育て支援の学習環

境の整備が図られた。今後

は、乳幼児を持つ保護者を

対象とした学習講座を検

討し、情報提供の充実を図

る必要がある。 

読み聞かせサ－

クルと協力した

子育て支援活動

の充実 

読み聞かせサークルの

協力のもと「ブックスター

ト」事業や「出張読み聞か

せ」事業において、幼児期

における家庭での読み聞

かせの重要性などを学習

する機会を提供した。ま

た、子ども達への読み聞か

せなどを通じて情操を高

めることで子育て支援の

充実に努めた。 

出張読み聞かせは、身近

な場所で読書に触れる機

会を提供でき、より多くの

子ども達へ本に親しんで

もらえる機会として拡充

でき、情操教育の向上を図

ることができた。今後は保

育園のみではなく、幼稚園

においても希望を調査し、

訪問先を増やすことで子

育て支援活動の充実を図

る必要がある。 

生涯学習サポー

ターの効果的な

活用を図った児

童・生徒の学習や

学校の環境整備

等の充実 

「学校支援地域本部」を

主体として陶芸や水泳、ス

キ－、柔道などの学校授業

への協力や朝の読み聞か

せに取組み学習環境の充

実に努めた。 

「学社融合推進委員会」

を通じて学校と地域が連

携した学習環境の充実を

図ることができた。 

青少年教育の推

進について 

社会性や創造性

を育む多様な学

習機会の確保と

充実 

「放課後子ども教室」や

「週末支援子ども教室」な

ど、多様な文化活動やスポ

ーツ活動を体験する機会

を生涯学習サポーターの

活用を図り、実施した。 

生涯学習サポーターの

活用を図り、地域住民が子

ども達と交流することで

多様な学習活動の機会を

確保し、社会性や創造性を

育む機会となった。 
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主な施策 点検評価項目 取組状況 成果・課題等 

 家庭・学校・地域

や関係機関が連

携し、総がかりで

青少年を育てる

環境の充実 

青少年健全育成協議会

やＰＴＡ連合会と連携し

「青少年健全育成を考え

る集い」や「子どもたちの

ネットモラルを考える集

い」を実施し、青少年の健

全育成に対する意識の啓

発に努めた。また、子ども

会育成連絡協議会と連携

し、年間を通じ子どもリー

ダー事業を実施し、子ども

達の社会性や指導力の育

成を図り、次代を担うリー

ダーの養成に努めた。 

「青少年健全育成の集

い」は講演の他に「中学生

国際留学プログラム事業」

の報告もあり、例年よりも

多い参加人数となった。

「子どもたちのネットモ

ラルを考える集い」につい

ては、身近な問題として認

識が薄く、参加者が少なか

ったため、今後も啓発に向

けた周知方法、内容につい

ての検討が必要である。 

リ－ダ－養成事業につ

いては、高学年、中学生の

参加が少なく、低学年の参

加に合わせたプログラム

内容等の見直しが必要で

ある。 

成人教育の推進

について 

町民が自主的・主

体的に興味をも

って参加し、学ぶ

ことのできる取

り組みへの支援 

「さわやかカレッジ」や

「ふるさと南幌みらい塾」

の実施に際し、参加者から

のアンケート結果や自治

会、運営委員会と協議を行

い、魅力ある事業内容とな

るよう企画・検討し開催し

た。 

「さわやかカレッジ」で

は自治会役員を中心に運

営し、学生が主体的に学ぶ

意識の向上を図ることが

できた。 

「ふるさと南幌みらい

塾」では、運営委員会によ

り企画・運営を行っている

が、多様化するニーズに応

え、新たな目線での、講座

内容を検討するため、運営

委員の拡充が必要である。 

新たな地域人材

の発掘と活用に

よる多様な学習

機会の創出と子

どもたちと地域

との交流の促進 

既存のスポ－ツ団体や

文化団体へ生涯学習サポ

－タ－への登録勧奨を行

い新たな人材の発掘に努

めた。 

「南幌太鼓」や「南幌音

頭」を披露する場を「あそ

びの達人教室」で設けるな

ど、多様な学習と地域との

交流を促進することがで

きた。 

芸術・文化活動の

推進について 

幼児・児童を対象

とした優れた芸

術と郷土芸能に

触れる機会の提

供 

幼児を対象とした幼児

芸術鑑賞会と小学生を対

象とした児童芸術鑑賞会

を実施し、優れた芸術に触

れる機会を提供した。ま

た、児童芸術鑑賞会におい

て「なんぽろ俵積み唄」を

披露し、郷土芸能に触れる

機会を提供した。 

芸術鑑賞会の機会を通

じて、優れた芸術に触れる

場を提供するとともに子

ども達が郷土芸能に広く、

触れる機会を提供するこ

とができた。 



- 16 - 

主な施策 点検評価項目 取組状況 成果・課題等 

 自主的かつ創造

的な芸術・文化活

動の推進・充実 

町民芸術鑑賞会や町民

総合文化展、芸能発表会な

どの実施に際し、各文化団

体の自主性を保ちながら

相互に協力し、事業を実施

した。 

文化協会と連携を図り、

より多くの町民に芸術鑑

賞や発表する機会を設け、

文化・芸術に触れる機会を

提供することができた。 

郷土芸能の伝承

活動の支援 

文化協会との連携、協力

を図り、講習会の開催や各

事業、催事などにおける出

演の場を提供し、伝承する

機会の拡充に取組んだ。 

各事業や催事において

出演の場を提供すること

により、多くの町民に郷土

芸能に対する認識を広め

ることができた。 

スポーツ活動の

振興について 

親子・小学生を対

象としたスポー

ツ教室や中高年

を対象とした体

力づくり教室、各

種大会の開催 

キッズスポーツや水泳、

エアロビクス教室に加え

て冬期間におけるスポ－

ツの奨励のため、室内パー

クゴルフコ－スを設定し、

幅広い年齢層に対して運

動の機会を提供した。 

中高年を対象とした教

室においてアンケートな

どの意見を参考に一部プ

ログラムメニューの見直

しを行ったことにより、参

加者の増加につながった。

今後も参加者のニ－ズを

把握し、より多くの町民が

参加しやすい環境づくり

が必要である。 

各スポーツ団体

と連携した生涯

スポーツの推進 

体育協会やスポ－ツ少

年団本部、地域スポーツク

ラブなどに対し、事業連携

や広報活動に対する指

導・助言を行うとともに活

動助成を行いスポ－ツ振

興に取組んだ。 

スポーツ団体は、少子高

齢化などにより会員数が

減少傾向にあり、運営が以

前に比べ困難な状況とな

ってきていることから関

係団体等と、より一層連携

協力し、スポ－ツ振興を図

ることが必要である。 

社会体育施設の

利便性の向上 

町営プ－ルの老朽化に

伴い新たな町民プール建

設に向けた基本設計、実施

設計の業務を関係課と連

携し、実施した。 

関係課と連携し、基本設

計業務の受託者をプロポ

ーザル方式で選定するな

ど幅広い層の町民が利用

可能なプール建設に向け

た検討協議に取組むこと

ができた。 

社会教育関係施

設の整備につい

て 

南幌町生涯学習

センタ－の整備 

旧南幌小学校の跡利用

計画に基づき耐震改修等

工事を行い、公民館及び図

書館機能などを有した南

幌町生涯学習センターと

しての機能整備を行った。 

平成２６年度中に予定

していたすべての工事を

完了するとともに、公民館

からの機能移転について

も計画どおり完了するこ

とができた。今後は、利用

促進に向けた環境整備の

検討が必要である。 
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主な施策 点検評価項目 取組状況 成果・課題等 

 安全性と利便性

の向上を目指し

た改修工事の実

施 

農村環境改善センター

耐震等改修工事（建築・電

気・機械設備）及び三重レ

ークハウス水洗化工事（浄

化槽設置工事）を行い安全

性と利便性の向上に努め

た。 

農村環境改善センタ－

耐震等改修工事ついては

予定どおり完了し、利便性

と安全性の環境を整備す

ることができた。 

三重レ－クハウストイ

レ水洗化工事は、施設の衛

生環境が整い、利用者の増

加につながった。今後も計

画的に修繕等を行い、利用

の促進を図ることが必要

である。 

 

 

４．まとめ 

  この点検・評価の実施をもとに、検討と改善を図り、施策及び事業の効果的な

実施に努め、より充実した教育行政の実現を目指します。 


